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中種子町農業委員会総会議事録 

 

１．令和８年４月23日第33回中種子町農業委員会総会を防災センター第１会議室に会長こ

 れを招集する。

 

 ２．出席委員

     　　　牧瀬一典・鮫島安平・田中義人・森山昭市・中﨑和行

 　　　　　梶原誠・上妻廣美・中島秀人・中島真実・永浜三津子

 　　　　　鎌田正司・濵脇嘉則

 　　出席推進委員

 有留惣一郎・遠藤智史・松原浩則・平山信一郎・八汐栄一

 

 ３．欠席委員

 　　　　　藤田幸司

 　　欠席推進委員

 増野幸孝・宮園隆行・池山久志

 

 ４．日程　第１　会議録署名委員の指名

 　　日程　第２　会期の決定の件

 　　日程　第３　議案第１号　農地法第３条申請について

 日程　第４　議案第２号　農地法第５条申請について

 日程　第５　承認第１号　農用地利用集積等促進計画の一部変更について

 日程　第６　承認第２号　農用地利用集積等促進計画及び配分計画の承認について

 　　　　

 ５．議事

(事務局長)お疲れ様です。ただいまから，令和８年第33回中種子町農業委員会総会を開　

 　　　会致します。はじめに，会長からご挨拶をお願い致します。

 (会　長)　　　　　　　　　　　　　　挨　　　拶

(事務局長)ありがとうございました。本日は，１番藤田委員から欠席の旨通告がありまし

たので，ご報告致します。出席委員は13名中12名で定足数に達しておりますので，

総会は成立しております。推進委員につきましては，３番増野推進委員６番宮園

推進委員７番池山推進委員から欠席の旨通告がありましたので，ご報告致します。

それでは，中種子町農業委員会会議規則により，議長は会長が務めることとなっ

 ておりますので，以降の会議の進行は会長にお願い致します。

(議　長)これより，本日の会議を開きます。本日の議事日程は，お手元にお配りした日程

 表のとおりであります。

　　　　日程第１，会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は，農業委員会会

 議規則第10条の規定によって，５番田中委員，６番森山委員を指名します。

　　　　日程第２，「会期の決定の件」を議題とします。お諮りします。本総会の会期は，
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 本日１日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。

 (委　員)異議なし。

 (議　長)異議なしと認め，会期は本日１日間に決定しました。

　　　　日程第３，議案第１号「農地法第３条申請について」を議題とします。本案につ

 いて，事務局の説明をお願いします。

(事務局)はい，事務局です。資料の１ページをお願い致します。議案第１号，農地法第３

条申請について説明を致します。所有権移転 件数５件，筆数７筆，面積29,072

㎡。地目は，全て畑になります。使用貸借権 件数１件，筆数１筆，面積851㎡ 

地目は，畑になります。合計で，件数６件，筆数８筆，面積29,923㎡，地目は，

 全て畑になります。委員の皆様のご審議を，よろしくお願い致します。

 (議　長)順位１について，担当調査委員の７番中﨑委員からの説明をお願いします。

(７番委員)はい。７番中﨑です。議案第１号順位１について説明致します。去る４月７日，

譲受人，○○○○さんに聞き取り調査と申請地での現地調査を実施致しました。

土地の所在，大字○○，字○○○，地番○○○○-○，地目畑，面積○○○㎡で

す。譲渡人，住所 ○○○○○区○○○丁目○-○○，○○○○○さんです。譲受

人，住所 中種子町○○○○○○番地○，○○○○さんです。申請理由は，譲渡

人が贈与，譲受人が受贈です。譲渡人と譲受人は，○○の関係です。場所につい

ては，資料の４ページ左側をお願いします。○○○○○から○○○の方に行きま

すと，○○地区の○○を通り抜けますといちばん奥に○○○○さんの住宅があり

ます。そこから50ｍくらいの場所になります。調査の結果，労働力，農業機械は

確保しており，申請地取得後の地域との調和要件に関しても支障はないと思われ

 ます。委員の皆様のご審議をよろしくお願い致します。

 (議　長)ご苦労様でした。これから審議を行います。質疑・意見はありませんか。

 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。次に順位２について，担当調査委員14番濵脇が説明致しま

 す。

(14番委員)議案第１号順位２について説明致します。去る４月７日，借受人，○○○○○

さんに聞き取り調査と申請地での現地調査を実施致しました。土地の所在，大字

○○，字○○○○，地番○○○○○-○，地目畑，面積○○○㎡です。貸付人，

住所，中種子町○○○○○○○番地，○○○○さん。借受人，住所，中種子町○

○○○○○番地○，○○○○○さんです。申請理由は，貸付人が使用貸借（相手

方の要望），借受人が使用貸借（経営開始）です。貸付人と借受人の関係は○○

で，使用貸借期間は10年です。場所については，資料の４ページ右側をお願いし

ます。○○集落の○○さんの自宅から500ｍほど離れた北側にあります。○○○

○○○のいちばん端に当たる畑です。調査の結果，労働力，農業機械を確保して

おり，申請地取得後の地域との調和要件に関しても支障はないと思われます。委

 員の皆様のご審議のほどよろしくお願いを致します。

 (議　長)これから審議を行います。質疑・意見はありませんか。

 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。次に順位３について，担当調査委員の12番永浜委員からの
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 説明をお願いします。

(12番委員)はい，12番永浜です。議案第１号順位３について説明致します。去る４月８日，

譲受人，○○○○さんに聞き取り調査と申請地での現地調査を実施致しました。

土地の所在，大字○○，字○○○，地番○○○，○○○，○○○，地目畑，面積

は合計で，○,○○○㎡です。譲渡人, 住所，中種子町○○○○○番地○，○○

○○さん。譲受人，住所，中種子町○○○○○番地○，○○○○さんです。申請

理由は，譲渡人が贈与（相手方の要望），譲受人が受贈（経営拡張）です。譲渡

人と譲受人の関係は，○○です。畑には，周りに○○○○○，中に○○○○を植

えるということです。場所については，資料の５ページ左側をお願いします。○

○○集落の○○○○の前を○○○に向かいまして800ｍほど行ったところの道路

沿いになります。調査の結果，労働力，農業機械は委託をすることで確保してお

り，申請地取得後の地域との調和要件に関しても支障はないと思われます。委員

 の皆様のご審議のほどよろしくお願いを致します。

 (議　長)ご苦労様でした。これから審議を行います。質疑・意見はありませんか。

 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。次に順位４について，担当調査委員の６番森山委員からの

 説明をお願いします。

(６番委員)はい，６番森山です。議案第１号順位４について説明致します。去る４月８日

午後１時より，譲受人，○○○○さんに聞き取り調査と申請地での現地調査を実

施致しました。土地の所在，大字○○，字○○○，地番○○○○-○，地目畑，

面積○,○○○㎡です。譲渡人，住所，○○○市○○○丁目○○番○○号，○○

○○○さん。譲受人，住所，中種子町○○○○○○番地○○，○○○○さんです。

申請理由は，譲渡人が贈与（島外在住のため管理不能），譲受人が受贈（経営拡

大）です。譲渡人と譲受人の関係は，○○です。金銭のやりとりは今回ありませ

んが，父方の時代に金銭のやりとりがあったようです。場所については，資料５

ページ右側をお願いします。○○○から○○○の方へ延びている○○○○があり

ます。その中の○○○○○○がございますが，その手前100ｍほどの道路沿いに

ある農地になります。調査の結果，労働力，農業機械は確保しており，申請地取

得後の地域との調和要件に関しても支障はないと思われます。委員の皆様のご審

 議をよろしくお願いを致します。以上です。

 (議　長)ご苦労様でした。これから審議を行います。質疑・意見はありませんか。

(12番委員)はい。 

 (議　長)12番永浜委員お願いします。

(12番委員)はい，12番永浜です。この航空地図を見ますと隣の畑と一枚になっているよう

 ですが，同じ方の畑でしょうか。

 (議　長)６番森山委員お願いします。

(６番委員)はい，１枚です。○○さんの畑になっています。 

 (議　長)12番委員よろしいですか。

(12番委員)はい。 

 (議　長)他に質疑・意見はありませんか。
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 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。次に順位５について，担当調査委員の３番鮫島委員からの

 説明をお願いします。

(３番委員)はい，３番鮫島です。議案第１号順位５について説明致します。去る４月３日，

譲受人，○○○○さんに聞き取り調査と申請地での現地調査を実施致しました。

土地の所在，大字○○，字○○○，地番○○○○○，地目畑，面積○,○○○㎡

です。譲渡人，住所，中種子町○○○○○○番地○，○○○○さん。譲受人，住

所，中種子町○○○○○○○番地○，○○○○さんです。申請理由は，譲渡人が

売買（相手方の要望），譲受人が売買（農業開始）です。売買価格は，○○○万

円です。場所については，６ページ左側をお願いします。○○○集落に○○を扱

う○○○○があります。その道路反対側の農地になります。調査により懸念点が

あります。住宅の東側の方に，○○さんの○の農地○○○○○-○の一部に○○

を置いている状態です。会長・局長と相談した結果，農地の違反転用であると思

われる疑いがあります。現在，○○○○○-○についても農地転用ができており

ません。○○を置いているところです。どうする予定なのか確認中でございます

が，司法書士の方に今お願いしていると聞いているととろです。今回の申請農地

○○○○○の３条申請の許可についても慎重な検討が必要と私は考えるところで

 す。委員の皆様の慎重なるご審議のほどよろしくお願いを致します。以上です。

 (議　長)ご苦労様でした。これから審議を行います。質疑・意見はありませんか。

 (12番委員)はい。

 (議　長)12番委員お願いします。

(12番委員)はい，○○さんは，○○○○の○さんですよね。実際に農業を始めるのかなと

 懸念するところです。

 (議　長)３番委員お願いします。

(３番委員)はい，○○○○○○○○の○さんになります。今回，○○さんから買い受けて

農業を始めたいということです。ただし，先ほども言いましたように，農地の一

部に○○を置いていることが今回発覚したものですから，今回の許可に対し慎重

 に審議してもらいたいという私の意見です。以上です。

 (議　長)他に質疑・意見はありませんか。

 (９番委員)はい。

 (議　長)９番上妻委員お願いします。

(９番委員)９番上妻です。先ほど，鮫島委員から説明がありましたけど，○○○や○○を

置いていると，それを撤去するかしないと，そういうことの結果を出す訳にはい

 かないのではないですか。

 (３番委員)はい。

 (議　長)３番お願いします。

(３番委員)はい，私は10数年前からこの前をよく通っておりましたので，一部○○を置い

ているところは転用しているものと理解しておりました。しかし，この調査に行

ったときに転用していなくて○○を一部置いているということで，これは会長・

局長と相談した結果，何度も足を運びまして，今現在，司法書士の方で申請の準
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備を行っていると聞いております。今回の申請につきましては，○○さんと○○

さんが居るときに話したところ，実際にお金の支払いがされているようです。○

○さんが必ず農業をする計画書が出ております。さとうきびを作るということで

す。このようなことで，許可については，委員の皆様の意見を聞きながら慎重に

 審議をしていただくようお願いするところです。以上です。

(議　長)私の方からですけども，ただいま３番鮫島委員から詳細の説明がありましたが，

この隣の○○○○○-○は，名義が島外在住の方の名義でありまして，長年耕作

もされていなかったところで２年前頃に○○さんに名義が変わったところです。

そこには，鮫島委員のご指摘のとおり違法転用に疑われるような行為がありまし

た。ですから今回の申請である○○○○○番地の購入につきましては，慎重な審

議がもう少し必要でないかと私は判断しました。ここで私の方から提案ですけど

も，今回の案件につきましては，順位５につきましては，保留案件として○○○

○○-○の転用なりがしっかり承認されてからこの案件については，もう一度審

議したいと思いますので保留案件にしたいと思いますが，委員の皆様どうでしょ

 うか。

 (６番委員)よろしいですか。

 (議　長)６番お願いします。

 (６番委員)はい，確認ですけど，○○○○○-○は航空地図ではどこになりますか。

 (議　長)事務局お願いします。

(事務局)６ページでお願いします。○○○○の矢印がありますが，その右側に農地らしき

ところが見えますが，その一帯とした○○○になっているとこからの右側に当た

ります。そこが一時的に置いてるのか何年も置いているのか分かりませんが，面

積が○.○反ほどです。現在転用申請を司法書士にお願いして資料作成をしてお

 り，今月末に提出する予定と聞いております。

 (６番委員)はい。

 (議　長)６番お願いします。

 (６番委員)道反対の土地は農地ではないのでしょうか。

 (議　長)事務局お願いします。

 (事務局)ここは農地ではありません。

 (８番委員)はい，すいません。

 (議　長)８番梶原委員お願いします。

 (８番委員)置いているのを片づければいいということですか。

(議長14番委員）私の方で説明します。農地に無断で置いていますので，それを片づけて

農地として利用できる状態にしたら農地として見ていいと思います。ですけど，

現状としては採石を敷いてそういうものを置いていますので，しっかり転用をか

けて置き場として直してもらった方が現実的だと感じております。ですから今回

の申請のありました農地につきましては，鮫島委員のおっしゃられるように疑念

がもたれますので，そこについては，もう少しここの手前の農地をしっかり法的

に解決してから判断した方がいいと思いましたので保留案件と提案したところで

 す。
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 (議　長)そのようなことで，今説明しましたように保留案件としてよろしいでしょうか。

 (委　員)はい。

 (議　長)次に順位６について，担当調査委員の９番上妻委員からの説明をお願いします。

(９番委員)はい，９番上妻です。議案第１号順位６について説明致します。去る４月７日，

譲受人，○○○さんに聞き取り調査と申請地での現地調査を実施致しました。土

地の所在，大字○○，字○○○，地番○○○○-○○，地目畑，面積○○,○○○

㎡です。譲渡人，住所，中種子町○○○○○○番地，○○○○さん。譲受人，住

所，中種子町○○○○○○番地，○○○さんです。申請理由は，譲渡人が○へ贈

与，譲受人が○より受贈です。場所については，資料の６ページ右側をお願いし

ます。国道○○号線沿いに○○○○○があります。その200ｍ手前を○○○○○

に行く道を900ｍ入り左手に○○さん宅入り口があります。そこを30ｍ北へ行き

さらに左へ20ｍ行った奥の畑になります。調査の結果，労働力，農業機械を確保

しており，申請地取得後の地域との調和要件に関しても支障はないと思われます。

 委員の皆様のご審議のほどよろしくお願いを致します。以上です。

 (議　長)ご苦労様でした。これから審議を行います。質疑・意見はありませんか。

 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。これから採決します。まず，順位５については，保留案件

と致します。議案第１号順位１から順位４順位６について，許可することにご異

 議はありませんか。

 (委　員)異議なし。

(議　長)異議なしと認めます。したがって、議案第１号「農地法第３条申請について」の

所有権移転４件・使用貸借権１件，順位１から順位４順位６については，許可す

ることに決定しました。次に日程第４議案第２号「農地法第５条申請について」

 を議題とします。順位１について事務局の説明をお願いします。

(事務局)はい，資料の９ページをお願い致します。議案第２号「農地法第５条申請」順位

１について説明致します。借り人，○○○○株式会社　代表取締役　○○○○さ

ん，住所，中種子町○○○○○○番地○○，貸し人，○○○○さん，住所，中種

子町○○○○○○○番地，申請農地の表示，大字○○，字○○○，地番○○○○

○番○，地目畑，地積○○,○○○㎡のうち○,○○○.○㎡です。転用目的は，

その他（砂利採取），申請理由は，業務上砂が必要なため申請地より採取しよう

とするものです。土地利用規制等は，都市計画区域内，農振農用地内，第２種農

地，その他の農地と考えます。棟数・面積等は，砂利採取で○,○○○.○㎡です。

農振農用地でありますが１年の一時転用ですので，除外は必要ありません。また，

許可から１年の一時転用ですので，終了後は農地に復元することが条件で，砂利

採取法の許可も必要となります。金融機関の残高証明書も提出されており実現性

 ありと思われます。委員の皆様のご審議をお願い致します。

 (議　長)順位１について，担当調査委員14番濵脇委員が説明を致します。

(14番委員)この案件につきましては，先般４月13日午前９時50分より，森山委員，平山推

進委員，事務局，申請人の○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○さん，他２名

の方の立ち会いの下，現地調査を実施致しました。場所につきましては，資料の
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９ページをお願いします。町道○○・○○○線を○○○○○から約１km○○○方

面へ向かい○○○○に向かう農道があります。その農道から西側に30ｍほど入っ

た畑の２カ所です。申請人は，町内の建設業であります。事業を行う上で砂が必

要であり申請地の砂を採取しようとするものです。申請地の周辺は，農地や山林

に囲まれておりますが，孤立した農地で１筆が５枚の農地に分断されており，そ

のうちの２枚から砂を採取する計画です。採取の際は，付近に被害がないよう十

分に注意をするという被害防除計画書及び誓約書が添付されています。資金につ

いては，金融機関の残高証明書が添付されています。現地で検討した結果，支障

 はないと思われます。委員の皆様のご審議をよろしくお願いします。

 (議　長)現地に同行した委員・事務局からの補足説明はありませんか。

 (委　員)ありません。

 (議　長)これから審議を行います。質疑・意見はありませんか。

 (９番委員)はい。

 (議　長)９番委員お願いします。

(９番委員)９番です。これは，私は現地には行っていないですけれども，山になっている

 のか，そのまま畑なのか，隣の畑との落差はどうなのか。

(議長14番委員)はい，私の方で説明致します。ここは，安納芋・大根を作ってから２，３

年放置されていた場所です。隣の畑とはけっこう段差がありますけども，周りの

畑に影響のないよう斜めに掘り，また採取後は，もとより少し下がりますが畑に

 復元するという説明でした。よろしいですか。

 (９番委員)はい。

 (議　長)９番委員お願いします。

(９番委員)隣の畑の許可は取れているのでしょうか。掘り下げると法がないと砂が崩れて

 くるでしょ，そういうのは，どうなっているのでしょうか。

 (事務局)はい。

 (議　長)事務局。

(事務局)隣の畑というのはどこをいっているのか分かりませんが，９ページの写真でいい

ますとピンクで囲んでいるところが１筆になっておりまして，その中で土手だっ

たり木を植えたり５枚の畑に分かれていますので，隣の畑には影響はないと思わ

 れます。

 (９番委員)はい。

 (議　長)９番委員お願いします。

(９番委員)いや，影響があると思いますよ。私は現場に行っていないから現状分かりませ

 んが，山を取る場合はいいですけど，下を掘る場合は隣の畑が崩れるでしょ。

 (事務局)はい。

 (議　長)事務局。

(事務局)この土手から４ｍおいて，４ｍは採取しません。真ん中で採取をして土手から４

ｍは扱わないとなっております。写真の○印の真ん中あたりを採取するというこ

とです。最初に説明しましたが，被害防除計画書及び誓約書も提出されています

 ので問題はないと思っております。よろしいでしょうか。
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 (９番委員)はい。

 (議　長)９番。

 (９番委員)４ｍ空けるんですね。

 (議　長)事務局。

 (事務局)はい，空けます。

 (議　長)他に質疑・意見はありませんか。

 (委　員)ありません。

 (議　長)質疑なしと認めます。次に，順位２について，事務局の説明をお願いします。

(事務局)はい，資料の10ページをお願い致します。議案第２号「農地法第５条申請」順位

　　　　２について説明致します。譲受人，○○○○さん，住所，中種子町○○○○○○

　　　　番○，譲渡人，○○○○○さん，住所，○○○○○市○○○丁目○番○○号，申

　　　　請農地の表示，大字○○，字○○，地番○○○○番○，地目畑，地積○,○○○

　　　　㎡です。転用目的は，その他（廃車置き場・駐車場）になります。申請理由は，

　　　　現在自動車整備販売業を営んでいますが，廃車置き場等が不足しているため，申

　　　　請地を購入し廃車の一時置き場及び整備・修理する車の駐車場として利用したい

　　　　というものです。土地利用規制等は，都市計画区域内，農振農用地外，第２種農

　　　　地，その他の農地と考えます。棟数・面積等は，駐車場で○,○○○㎡です。金

　　　　融機関の残高証明書も提出されており実現性ありと思われます。委員の皆様のご

 　　　　審議をお願い致します。

 (議　長)順位２について，担当調査委員の３番鮫島委員からの説明をお願いします。

(３番委員)はい，３番鮫島です。議案第２号「農地法第５条申請」順位２について説明致

します。この案件につきましては，先般４月13日午前９時30分より，濵脇会長，

田中委員，松原推進委員，事務局，申請人の○○○○さんの立ち会いの下，現地

調査を実施致しました。場所については，資料の10ページをお願いします。○○

○○○から○の○○の方に行く途中に○○○○○○○という○○○○さんが経営

する○○○○があります。その北側の農地でございます。申請人は，現在，自動

車整備販売業を営んでおります。廃車置き場等が不足しているため申請地を一時

置き場及び駐車場として利用したいというものです。申請地の北側は，第三者の

農地，東側は道路です。南側は申請人の雑種地，西側は申請人の整備工場及び第

三者の農地であります。周りは高土手や竹林等で囲まれており孤立しています。

付近に被害がないよう十分に注意をするという被害防除計画書及び誓約書が添付

されています。資金については，金融機関の残高証明書が添付されています。現

地で検討した結果，支障はないと思われます。委員の皆様のご審議のほどよしく

 お願いします。以上です。

 (議　長)ご苦労様でした。現地に同行した委員・事務局からの補足説明はありませんか。

 (委　員)ありません。

 (議　長)これから審議を行います。質疑・意見はありませんか。

 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。これから採決します。議案第２号については，許可するこ

 とにご異議はありませんか。
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 (委　員)異議なし。

(議　長)異議なしと認めます。したがって，議案第２号「農地法第５条申請について」は，

 許可することに決定しました。

　　　　次に日程第５，承認第１号「農用地利用集積等促進計画の一部変更について」を

 議題とします。事務局の説明をお願いします。

(事務局）はい，資料の11ページをお願い致します。承認第１号，農用地利用集積等促進

計画の一部変更について説明致します。令和８年４月30日を公告日とする農用地

利用集積等促進計画の一部変更につきましては，件数３件，筆数４筆，変更面積

9,287㎡の農用地利用集積等促進計画を定めたいので承認を求めます。契約年数

は３年，６年の合意解約になります。詳細につきましては，資料の13ページから

 16ページに添付してあります。委員の皆様のご審議をよろしくお願い致します。

 (議　長)これから審議を行います。承認第１号について，質疑・意見はありませんか。

 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。これから採決します。承認第１号については，承認するこ

 とにご異議ありませんか。

 (委　員)異議なし。

(議　長)異議なしと認めます。したがって，承認第１号，農用地利用集積等促進計画の一

 部変更については，承認することに決定しました。

　　　　次に日程第６，承認第２号，農用地利用集積等促進計画及び配分計画の承認につ

 いてを議題とします。事務局の説明をお願いします。

(事務局）はい，資料の17ページをお願い致します。承認第２号，農用地利用集積等促進

計画及び配分計画の承認ついて説明致します。令和８年４月30日を公告日とする

利用権設定，貸借権件数11件，筆数23筆，面積37,836㎡の農用地利用集積等促進

計画及び配分計画を定めたいので承認を求めます。詳細につきましては，資料の

22ページから42ページに添付してあります。なお，今回の貸借権11件につきまし

ては，中間管理事業法の集積一括方式による貸借期間３年５年８年10年で配分計

 画を含んでおります。委員の皆様のご審議をよろしくお願い致します。

(議　長)ここで，農業委員会等に関する法律第31条第１項の規定により，○番○○委員の

 退出をお願いします。

　　　　これから，承認第２号順位１について，審議を行います。質疑・意見はありませ

 んか。

 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。これから採決します。承認第２号順位１については，承認

 することにご異議ありませんか。

 (委　員)異議なし。

(議　長)異議なしと認めます。したがって，承認第２号，農用地利用集積等促進計画及び

配分計画の承認についての貸借権順位１については，承認することに決定しまし

 た。○○委員の入室をお願いします。

　　　　引き続き，順位２から順位11について，審議を行います。質疑・意見はありませ

 んか。
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 (委　員)ありません。

(議　長)質疑なしと認めます。これから採決します。承認第２号順位２から順位11につい

 ては，承認することにご異議ありませんか。

 (委　員)異議なし。

(議　長)異議なしと認めます。したがって，承認第２号，農用地利用集積等促進計画及び

配分計画の承認についての貸借権順位２から順位11については，承認することに

 決定しました。

　　　　これで，本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。令和８年第33回中種

子町農業委員会総会を閉会します。ご苦労様でした。 


